
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

五

号

杉
原
千
畝
元
在
カ
ウ
ナ
ス
日
本
国
領
事
代
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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杉
原
千
畝
元
在
カ
ウ
ナ
ス
日
本
国
領
事
代
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
九
四
〇
年
に
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
に
在
勤
し
て
い
た
杉
原
千
畝
在
カ
ウ
ナ
ス
領
事
代
理
（
以
下
「
杉
原
領
事
代
理
」
と

い
う
。
）
が
発
給
し
た
通
過
査
証
は
全
部
で
何
件
か
。

二

「
杉
原
領
事
代
理
」
が
ナ
チ
ス
か
ら
の
迫
害
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
日
本
の
通
過
査
証
を
発
給
し
た
と

い
う
事
実
が
あ
る
か
。
こ
れ
ら
ユ
ダ
ヤ
人
に
発
給
さ
れ
た
通
過
査
証
は
何
件
に
な
る
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
か
。

三

二
の
通
過
査
証
の
発
給
を
外
務
本
省
が
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

四

「
杉
原
領
事
代
理
」
が
外
務
本
省
の
訓
令
に
違
反
し
て
、
二
の
通
過
査
証
を
発
給
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

五

四
の
事
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
外
務
省
は
「
杉
原
領
事
代
理
」
に
対
し
て
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
か
。

六

戦
後
、
「
杉
原
領
事
代
理
」
は
外
務
省
を
退
職
し
た
と
承
知
す
る
が
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

一
九
九
一
年
十
月
三
日
、
当
時
の
外
務
政
務
次
官
（
以
下
「
政
務
次
官
」
と
い
う
。
）
が
、
故
・
杉
原
千
畝
氏
の
家
族
と

面
会
し
、
「
杉
原
千
畝
氏
の
人
道
的
か
つ
勇
気
あ
る
行
動
を
日
本
人
と
し
て
誇
り
に
思
い
ま
す
。
リ
ト
ア
ニ
ア
と
の
外
交
関

係
再
開
を
機
に
、
改
め
て
そ
の
功
績
と
名
誉
を
讃
え
た
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
こ
れ
ま
で
の
外
務
省
の
非
礼
に
つ
い
て
謝

罪
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

一



八

「
政
務
次
官
」
と
杉
原
千
畝
氏
の
家
族
と
の
会
見
は
、
外
務
本
省
の
政
務
次
官
執
務
室
や
会
議
室
で
は
な
く
、
東
京
都
港

区
麻
布
台
の
飯
倉
公
館
で
行
わ
れ
た
と
承
知
す
る
が
、
こ
の
会
見
を
外
務
本
省
で
行
わ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ

た
い
。

九

七
で
「
政
務
次
官
」
が
杉
原
千
畝
氏
の
家
族
に
伝
達
し
た
内
容
は
外
務
省
の
公
式
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
か
。

十

七
の
「
政
務
次
官
」
と
杉
原
千
畝
氏
の
家
族
と
の
会
見
に
つ
い
て
記
録
が
作
成
さ
れ
た
か
。
作
成
さ
れ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
記
録
は
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。
記
録
に
対
し
て
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
記
録
は
情
報
公
開
の
対

象
に
な
る
か
。

十
一

「
政
務
次
官
」
は
一
九
九
一
年
十
月
に
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
ビ
リ
ニ
ュ
ス
市
で
ラ
ン
ズ
ベ
ル
ギ
ス
・
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和

国
大
統
領
と
会
談
し
た
と
承
知
す
る
が
、
そ
の
際
、
「
杉
原
領
事
代
理
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
か
。

会
談
の
記
録
は
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。
記
録
に
対
し
て
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
記
録
は
情
報
公
開
の
対
象

に
な
る
か
。

十
二

「
杉
原
領
事
代
理
」
を
顕
彰
す
る
プ
レ
ー
ト
が
外
交
史
料
館
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
右
プ
レ
ー
ト
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。

二



十
三

十
二
の
プ
レ
ー
ト
に
は
ど
の
よ
う
な
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

十
四

十
三
の
文
言
に
「
杉
原
領
事
代
理
」
が
外
務
本
省
の
訓
令
に
違
反
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
通
過
査
証
を
発
給
し
た
と

の
記
載
が
あ
る
か
。
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

十
五

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
「
杉
原
領
事
代
理
」
の
行
為
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

十
六

リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
カ
ウ
ナ
ス
市
に
「
杉
原
領
事
代
理
」
の
記
念
館
が
存
在
す
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
日
本
政
府
と

し
て
こ
の
記
念
館
に
対
す
る
支
援
や
協
力
を
行
っ
て
い
る
か
。

十
七

現
時
点
で
外
務
省
は
「
杉
原
領
事
代
理
」
の
業
績
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


